
お問い合わせ

「要治療」「要精密検査」
の人にちゃんと受診して
ほしいんだけどなぁ

　協会けんぽ石川支部では、健診結果に「要治療」「要精密検査」項目が
あった従業員様へ医療機関の受診を促すのに役立つツールをホーム
ページに掲載しております。
　必要項目を入力するだけで受診勧奨の文書が作成できますので、ぜひ
ご活用ください！

勧奨文書の
様式はこちら

は
ぁ…

直接そう
伝えれば？？

でも、なんて伝えたら
いいのかわからないし

そんなときは！

プライベートなことって
言われちゃうかも…

協会けんぽの
『役立つツール』を
ご利用ください！

こんな便利なものがあるんだ～
さっそく使っちゃおうっと！！

インセンティブ制度
についてはこちら

　CKDとは糖尿病や高血圧などの生活習慣病が原因で、慢性的
に腎機能が低下した状態を言います。放っておくと腎臓の機能
が著しく低下して人工透析が必要となってしまいます。協会けん
ぽ石川支部においても、CKDを原因とする新規透析患者が年々
増えている状況です。ご自身の健診結果をチェックして、CKDの
早期発見・早期受診に努めましょう！

セルフチェック用の
チラシはこちら



〒920-8767　金沢市南町4-55　WAKITA金沢ビル9階
協会けんぽのメールマガジン
登録＆バックナンバーはコチラから

「かがやき健康企業宣言」とは、会社が主体となって
従業員様の健康づくりに取り組むことを社内外に
宣言（発信）いただき、その取り組みを協会けんぽ
がサポートするしくみです。

健診受診の推進
●被保険者（35歳以上）の健診受診率を100％とします。
●被扶養者（40歳以上）の健診受診率50％以上を
　目指します。

特定保健指導実施率50％以上
メタボ対象者が、協会けんぽまたは健診機関の特定
保健指導を積極的に利用できるよう配慮し、健康
サポート終了到達者50％以上を目指します。

健診結果で再検査や治療の必要があった場合、医療
機関を受診するように勧めます。

再検査・要治療者への受診勧奨

上記の項目に取り組むことを宣言します。

宣言日 令和　　年　　月　　日

事業主氏名

事業所名称

〒事業所所在地

電話番号

協会けんぽホームページで事業所名・所在地
（市町村名まで）の掲載を希望しない場合のみ、
チェック してください。

取り組みを１つ以上選んでチェック してください

詳しくは
こちら

病気やケガなどによる従業員様の給付金申請の手続きや、健康診断
のご案内など、協会けんぽからの最新情報を確実にお受け取りいただ
けるよう、社会保険事務のご担当者様をお届出いただいております。

かがやき
健康企業宣言
をする
メリット

●社内の健康意識がアップ
●SDGsの目標達成に寄与する 
●企業のイメージアップ
●無料での各種サポートが受けられる

協会けんぽと一緒に健康づくりをしませんか

健康づくりご担当者氏名

上記ご担当者様が健康保険委員にご登録いただいていない
場合は併せて登録させていただきます。

ご担当者様の健康保険証の記号・番号をご記入願います。
健康保険証の記号 健康保険証の番号

「健康保険委員」とは

など
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